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(57)【要約】
【課題】移動体から移動体の外部の表示装置に表示され
ている情報を高い精度で読み取れるようにする。
【解決手段】表示部３２は、有機ＥＬ素子やＬＥＤ素子
などの自発光素子を有しており、移動体１０に向けて情
報を表示する。表示部３２は、例えば、複数の自発光素
子を有している。表示部３２が有する自発光素子は、出
射光の発光スペクトルのピーク波長が赤外領域である。
ここで赤外領域の光とは、例えば波長が６００ｎｍ以上
４０００ｎｍの光のことである。撮像部２２は、赤外領
域の光を光電変換して、移動体１０の外部の画像を生成
する。情報提供部２４は、撮像部２２が撮像した画像か
ら、表示部３２に相当する領域を抽出し、抽出した領域
に含まれるコード情報をデコードして表示用情報を生成
する。そして情報提供部２４は、生成した表示用情報を
表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自発光素子を有し、移動体に向けて情報を表示する表示部と、
　外部から受信した信号に従って前記表示部を制御する制御部と、
を備え、
　前記自発光素子の出射光の発光スペクトルのピーク波長は赤外領域である情報表示装置
。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報表示装置において、
　前記ピーク波長は６００ｎｍ以上４０００ｎｍ以下である情報表示装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の情報表示装置において、
　前記自発光素子は有機ＥＬ素子である情報表示装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の情報表示装置において、
　前記移動体は車両であり、
　前記表示部は、道路に設置される情報表示装置。
【請求項５】
　赤外領域の光を光電変換して、移動体の外部の画像を生成する撮像部と、
　前記撮像部が撮像した画像に含まれるコード情報をデコードして表示用情報を生成する
情報処理部と、
を備える情報処理装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の情報処理装置において、
　前記コード情報は２次元コード情報である情報処理装置。
【請求項７】
　移動体に向けて情報を表示する情報表示装置と、
　前記移動体に取り付けられる情報処理装置と、
を備え、
　前記情報表示装置は、
　　出射光の発光スペクトルのピーク波長が赤外領域である自発光素子を有し、移動体に
向けて情報を表示する表示部と、
　　外部から受信した信号に従って前記表示部を制御する制御部と、
を有し、
　前記情報処理装置は、
　　赤外領域の光を光電変換して、前記移動体の外部の画像を生成する撮像部と、
　　前記撮像部が撮像した画像に含まれるコード情報をデコードして表示用情報を生成す
る情報処理部と、
を備える情報処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報表示装置、情報処理装置、及び情報処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車などの移動体にはナビゲーション装置が設置されている場合が多い。このナビ
ゲーション装置に関する技術として、例えば特許文献１，２に記載の技術がある。
【０００３】
　特許文献１に記載の技術は、施設の看板に２次元コードを提示させておき、この２次元
コードを、車両に搭載された２次元コード読取装置が読み取るものである。車両に搭載さ
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れたナビゲーション装置は、読み取った２次元コードに含まれる情報に基づいて、施設が
探索条件に一致しているか否かを判断する。
【０００４】
　特許文献２には、交通情報を示す表示装置に２次元コードを表示させ、この２次元コー
ドを車両のカメラが撮像することが記載されている。そして、車両に搭載されたナビゲー
ション装置は、この２次元コードによって示される情報を用いて、表示している地図デー
タを変更する。
【０００５】
　なお、特許文献３には、２次元コードを表示装置に表示させ、この２次元コードを端末
で読み取ることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－８２９７１号公報
【特許文献２】特開２００８－２４１５０７号公報
【特許文献３】特開２００５－３３８９２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１，２に記載されているように、移動体に搭載されているカメラで２次元コー
ドを読み取る場合、気象条件が悪いと、２次元コードを正確に読み取れない可能性が出て
くる。
【０００８】
　本発明が解決しようとする課題としては、気象条件が悪い場合であっても、移動体から
移動体の外部の表示装置に表示されている情報を高い精度で読み取れるようにすることが
一例として挙げられる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の発明は、自発光素子を有し、移動体に向けて情報を表示する表示部と
、
　外部から受信した信号に従って前記表示部を制御する制御部と、
を備え、
　前記自発光素子の出射光の発光スペクトルのピーク波長は赤外領域である情報表示装置
である。
【００１０】
　請求項５に記載の発明は、赤外領域の光を光電変換して、移動体の外部の画像を生成す
る撮像部と、
　前記撮像部が撮像した画像に含まれるコード情報をデコードして表示用情報を生成する
情報処理部と、
を備える情報処理装置である。
【００１１】
　請求項７に記載の発明は、移動体に向けて情報を表示する情報表示装置と、
　前記移動体に取り付けられる情報処理装置と、
を備え、
　前記情報表示装置は、
　　出射光の発光スペクトルのピーク波長が赤外領域である自発光素子を有し、前記移動
体に向けて情報を表示する表示部と、
　　外部から受信した信号に従って前記表示部を制御する制御部と、
を有し、
　前記情報処理装置は、
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　　赤外領域の光を光電変換して、前記移動体の外部の画像を生成する撮像部と、
　　前記撮像部が撮像した画像に含まれるコード情報をデコードして表示用情報を生成す
る情報処理部と、
を備える情報処理システムである。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態に係る情報処理システムの構成を示す図である。
【図２】情報処理装置の機能構成を示すブロック図である。
【図３】図１に示した情報表示システムの動作を示すフローチャートである。
【図４】実施例１に係る表示部の構成を示す平面図である。
【図５】有機ＥＬ素子の構成を示す断面図である。
【図６】実施例２に係る情報処理装置の機能構成を示す図である。
【図７】実施例３に係る情報処理装置の機能構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１４】
　なお、以下に示す説明において、情報処理装置２０及び情報表示装置３０の各構成要素
は、ハードウエア単位の構成ではなく、機能単位のブロックを示している。各装置の各構
成要素は、任意のコンピュータのＣＰＵ、メモリ、メモリにロードされたプログラム、そ
のプログラムを格納するハードディスクなどの記憶メディア、ネットワーク接続用インタ
フェースを中心にハードウエアとソフトウエアの任意の組合せによって実現される。そし
て、その実現方法、装置には様々な変形例がある。
【００１５】
　図１は、実施形態に係る情報処理システムの構成を示す図である。この情報処理システ
ムは、情報処理装置２０及び情報表示装置３０を備えている。情報処理装置２０は移動体
１０に取り付けられている。移動体１０は、例えば自動車（バス等の公共交通手段を含む
）や電車などの車両である。情報表示装置３０は、情報処理装置２０に向けて情報を表示
する。
【００１６】
　情報表示装置３０は、表示部３２及び制御部３４を備えている。表示部３２は、有機Ｅ
Ｌ素子やＬＥＤ素子などの自発光素子を有しており、移動体１０に向けて情報を表示する
。自発光素子が有機ＥＬ素子の場合、有機ＥＬ素子の発光波長のピークは近赤外領域であ
るのが好ましい。この場合、表示部３２は近赤外領域の光で表示を行うことになる。また
、自発光素子がＬＥＤ素子である場合、ＬＥＤ素子の発光波長のピークは波長１４５０ｎ
ｍ程度の赤外領域であることが好ましい。移動体１０が車両である場合、表示部３２は、
例えば道路標識と同様に設置される。制御部３４は、表示部３２と一体に設けられていて
も良いし、表示部３２とは別の場所に設置されていても良い。この場合、表示部３２と制
御部３４を接続する通信線の少なくとも一部は、無線であっても良い。またこの通信線の
少なくとも一部は、公衆通信網であっても良い。
【００１７】
　表示部３２は、例えば、複数の自発光素子を有している。これら複数の自発光素子は、
マトリクス状に配置されており、個別に制御可能である。表示部３２が有する自発光素子
は、出射光の発光スペクトルのピーク波長が赤外領域である。このため、表示部３２は、
情報を、赤外領域の光によって表示する。本実施形態において、赤外領域の光は波長６０
０ｎｍ～４０００ｎｍの光のことである。車載カメラ等で安価なシリコン系受光素子（Ｃ
ＣＤ、ＣＭＯＳなど）を用いる場合は、表示部３２は、近赤外領域の光で表示することが
良い。ここで近赤外領域の光とは、例えば波長が６００ｎｍ以上１１００ｎｍの光のこと
である。
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【００１８】
　制御部３４は、外部から受信した信号（例えば表示すべき情報を示す信号）に従って表
示部３２を制御する。表示部３２が表示する情報には、コード情報、例えば２次元コード
が含まれる。表示部３２が複数の自発光素子を有している場合、制御部３４は、これら複
数の自発光素子を個別に制御することにより、表示部３２に情報を表示させる。
【００１９】
　情報処理装置２０は、撮像部２２及び情報提供部２４を有している。撮像部２２は、表
示部３２が発光する光と同一波長域の光、すなわち赤外領域の光を光電変換して、移動体
１０の外部の画像を生成する。撮像部２２は、例えば移動体１０の前方を撮像するように
、移動体１０に取り付けられている。そして撮像部２２が撮像した画像には、例えば、表
示部３２が含まれる。情報提供部２４は、撮像部２２が撮像した画像から、表示部３２に
相当する領域を抽出し、抽出した領域に含まれるコード情報をデコードして表示用情報を
生成する。そして情報提供部２４は、生成した表示用情報を表示する。移動体１０が車両
の場合、情報提供部２４は、移動体１０のうち、例えば移動体１０の運転手が視認可能な
場所に取り付けられている。
【００２０】
　情報提供部２４が表示する表示用情報は、例えば道路情報、例えば渋滞情報や規制情報
などを含んでいる。また、この表示用情報には、表示部３２が設置されている地域に関す
る情報（例えば店舗情報や天気情報）、又は移動体１０が移動している道路の先に位置す
る地域に関する情報（例えば店舗情報や天気情報）が含まれていてもよい。
【００２１】
　なお、情報提供部２４は、車両のナビゲーション装置であってもよい。
【００２２】
　図２は、情報処理装置２０の機能構成を示すブロック図である。情報処理装置２０は、
撮像部２２、情報処理部４２、及び表示部４４を有している。情報処理部４２及び表示部
４４は、情報提供部２４の一部である。
【００２３】
　撮像部２２は、赤外領域の光を光電変換する複数の光電変換素子をマトリクス状に有し
ている。そしてこれら複数の光電変換素子からの出力に基づいて、画像を生成する。
【００２４】
　情報処理部４２は、情報表示装置３０の表示部３２の特徴量を用いて、撮像部２２が生
成した画像から表示部３２を抽出する。そして情報処理部４２は、抽出した領域に含まれ
ている２次元コードをデコードして、表示用情報を生成する。
【００２５】
　表示部４４は、情報処理部４２が生成した表示用情報を表示する。表示部４４は、例え
ば有機ＥＬディスプレイであっても良いし、液晶ディスプレイであっても良い。
【００２６】
　図３は、図１に示した情報表示システムの動作を示すフローチャートである。まず、情
報表示装置３０の制御部３４は、表示部３２に表示されるべきコード情報を取得する（ス
テップＳ１０）と、このコード情報を表示部３２に表示させる（ステップＳ２０）。なお
、制御部３４は、ステップＳ１０において、コード化される前の情報を取得しても良い。
この場合、制御部３４は、取得した情報をコード化することにより、コード情報を生成す
る。
【００２７】
　そして、情報処理装置２０を搭載した移動体１０が表示部３２の近傍を通過するとき、
情報処理装置２０の撮像部２２は表示部３２を撮像し、画像を生成する(ステップＳ３０)
。この際、表示部３２が設置されている場所の天候によっては(例えば雨、又は霧や山の
中など)、可視光では表示部３２が表示している情報を認識できない場合がある。これに
対して本実施形態では、表示部３２は赤外光を用いて情報を表示している。このため、表
示部３２が設置されている場所の天候が悪い場合であっても、撮像部２２は、表示部３２
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が表示している情報を撮像することができる。なお、表示部３２が表示している情報は、
コード情報であるため、移動体１０に乗っている人に認識されなくてもよい。
【００２８】
　次いで、情報処理装置２０の情報処理部４２は、ステップＳ３０で生成された画像から
表示部３２の画像を抽出し、集出した画像をデコードする（ステップＳ４０）。これによ
り、情報処理部４２は表示用情報を生成する。次いで情報処理部４２は、表示部４４に表
示用情報を表示させる（ステップＳ５０）。
【００２９】
　以上、本実施形態によれば、表示部３２は赤外光を用いてコード情報を表示している。
そして情報処理装置２０の撮像部２２は、表示部３２が赤外光を用いて表示したコード情
報を撮像する。このため、表示部３２が設置されている場所の天候が悪い場合であっても
、撮像部２２は表示部３２が表示している情報を撮像することができる。
【実施例】
【００３０】
　（実施例１）
　本実施例に係る情報処理システムにおいて、表示部３２は有機ＥＬディスプレイである
。
【００３１】
　図４は、実施例１に係る表示部３２の構成を示す平面図である。表示部３２は、複数の
有機ＥＬ素子１００を２次元のマトリクス状に有している。そして複数の有機ＥＬ素子１
００の発光は、制御部３４によって個別に制御されている。制御部３４は、複数の有機Ｅ
Ｌ素子１００のうち発光する有機ＥＬ素子１００を選択することにより、表示部３２にコ
ード情報を表示させる。
【００３２】
　図５は、有機ＥＬ素子１００の構成を示す断面図である。有機ＥＬ素子１００は、基板
１１０の上に、第１電極１２０、有機層１３０、及び第２電極１４０をこの順に形成した
構成を有している。なお、各層の間には、他の層が形成されていても良い。また、第１電
極１２０及び第２電極１４０の一方は、透光性の導電性材料、例えばＩＴＯ（Indium Thi
n Oxide）やＩＺＯ（インジウム亜鉛酸化物）などの無機材料、またはポリチオフェン誘
導体などの導電性高分子によって形成されている。そして、第１電極１２０及び第２電極
１４０の他方は、光を反射する電極、例えばＡｌ電極などの金属電極によって形成されて
いる。本図に示す例では、基板１１０のうち第１電極１２０が形成されていない面が光射
出面となっている。このため、第１電極１２０が透明電極となっている。
【００３３】
　有機層１３０は、例えば、正孔輸送層、発光層、及び電子輸送層を積層したものである
。正孔輸送層は第１電極１２０に接しており、電子輸送層は第２電極１４０に接している
。このようにして、有機層１３０は第１電極１２０と第２電極１４０の間で挟持されてい
る。
【００３４】
　そして有機層１３０の材料、例えば発光層の材料を選択することにより、有機ＥＬ素子
１００が発光する光のピーク波長を赤外領域、好ましくは近赤外領域に位置させることが
できる。
【００３５】
　なお、第１電極１２０と正孔輸送層との間には正孔注入層が形成されても良いし、第２
電極１４０と電子輸送層との間には電子注入層が形成されてもよい。また、上記した各層
の全てが必要ということではない。例えば電子輸送層内でホールと電子の再結合が生じて
いる場合、電子輸送層が発光層の機能を兼ねているため、発光層は不要となる。また、こ
れら第１電極１２０、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層、電子注入層、及び第２電極
１４０のうち、少なくとも１つは、インクジェット法などの塗布法を用いて形成されてい
ても良い。また、有機層１３０と第２電極１４０との間には、ＬｉＦなどの無機材料で構
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成される電子注入層を設けても構わない。
【００３６】
　本実施例によっても、表示部３２が設置されている場所の天候が悪い場合であっても、
撮像部２２は表示部３２が表示している情報を撮像することができる。
【００３７】
（実施例２）
　図６は、実施例２に係る情報処理システムが有する情報処理装置２０の機能構成を示す
図である。本実施例に係る情報処理システムは、情報提供部２４が地図データ記憶部４６
及び位置情報取得部４８を有している点を除いて、実施形態又は実施例１に示した情報処
理システムと同様の構成である。
【００３８】
　位置情報取得部４８は、情報処理装置２０（すなわち移動体１０）の現在位置を示す現
在位置情報を算出する。位置情報取得部４８は、例えばＧＰＳ（Global Positioning Sys
tem）情報を取得し、このＧＰＳ情報を用いて現在位置情報を算出する。
【００３９】
　地図データ記憶部４６は、地図データを記憶している。そして情報処理部４２は、位置
情報取得部４８が算出した現在位置情報を用いて、表示部４４に表示させるべき地図デー
タを選択し、選択した地図データを、移動体１０の現在位置とともに表示部４４に表示さ
せる。この際、情報処理部４２は、撮像部２２が撮像したコード情報に基づく表示用情報
も、表示部４４に表示させる。
【００４０】
　本実施例によっても、表示部３２が設置されている場所の天候が悪い場合であっても、
撮像部２２は表示部３２が表示している情報を撮像することができる。このため、表示部
３２に表示されたコート情報に基づく表示用情報を、表示部４４に表示させることができ
る。さらに、表示部４４に、移動体１０の現在位置を表示させることができる。
【００４１】
（実施例３）
　図７は、実施例３に係る情報処理システムが有する情報処理装置２０の機能構成を示す
図である。本実施例に係る情報処理装置２０は、以下の点を除いて、実施例２に係る情報
処理装置２０と同様の構成である。
【００４２】
　本実施例において、情報処理装置２０は地図データ記憶部４６を有していない。その代
わり、情報処理部４２は、通信網６０を介して外部の地図データ記憶部５０と通信する。
【００４３】
　本実施例によっても、表示部３２が設置されている場所の天候が悪い場合であっても、
撮像部２２は表示部３２が表示している情報を撮像することができる。このため、表示部
３２に表示されたコート情報に基づく表示用情報を、表示部４４に表示させることができ
る。さらに、表示部４４に、移動体１０の現在位置を表示させることができる。
【００４４】
　以上、図面を参照して実施形態及び実施例について述べたが、これらは本発明の例示で
あり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【符号の説明】
【００４５】
１０ 移動体
２０ 情報処理装置
２２ 撮像部
２４ 情報提供部
３０ 情報表示装置
３２ 表示部
３４ 制御部
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４２ 情報処理部
４４ 表示部
４６ 地図データ記憶部
４８ 位置情報取得部
５０ 地図データ記憶部
６０ 通信網
１００ 有機ＥＬ素子
１１０ 基板
１２０ 第１電極
１３０ 有機層
１４０ 第２電極

【図１】

【図２】

【図３】
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